
医療的ケア児に係る本市の現状と取り組み
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【医療的ケア児とは】
「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律（令和３年９月１８日施行）」に定める18歳未満
の者及び18歳以上の者であって高等学校等に在籍する者のうち、日常生活及び社会生活を営むために恒常
的に医療的ケアを受けることが不可欠な児童を指します。【本市の医療的ケア児109人（令和８年４月１日時点）】

医療的ケア児に係るこれまでの取り組み

【総合相談窓口の設置】
（平成30年１月）

相談支援事業所の連携強化、
質の高い計画相談支援の促進
を目的に、保健福祉センターに
障害者の総合相談窓口となる
基幹相談支援センターを設置。
①総合相談・専門相談の充実
必要な情報提供や助言、
障害福祉サービスの利用等の
支援を実施
②相談支援体制の強化
医療的ケア児等コーディネー
ターを配置。

【協議会設置】
（令和元年度）

障害福祉計画（平成29年
３月策定）にて、医療的ケア
児支援に係る協議の場（自立
支援協議会）の設置を明記。

①協議会への専門機関の参画
尼崎市医師会や訪問看護ス
テーション、保健所等の委員
が参画

【支援関係者との連携】
（令和２年度〜）

①支援関係者の連携強化
在宅支援のための退院前の
支援関係者が参画するカンファ
レンスの実施や情報共有・連携
体制について整理・運用。
②医療的ケア児の実態把握
在宅生活の実態を把握し、
支援が円滑に行えるよう医療的
ケア児のリストを作成・管理。
令和6年度にコーディネータ－
連絡会を設置、情報共有、連
携体制を強化。

【アンケート調査】
（令和７年度）

①医療的ケア児のニーズ把握
保護者の負担感やレスパイト
に対する実態、ニーズ把握のた
め、令和７年６月に本市が把
握している115人を対象にアン
ケート調査を実施。
（回答数49人）

アンケート結果は
次ページで紹介



本市の医療的ケア児の調査結果
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レスパイトを必要とする理由

◆約半数の方が１日あたり11回以上の医療的ケアを必要としている。
◆慢性的な睡眠不足やいつまで続くのかわからない日々に強い不安を感
じると回答した割合が７割程度あった。

◆約半数の方が週３回以上の訪問看護を利用している。
◆約７割の保護者が訪問レスパイト（保護者のリフレッシュなどのために
一時的にケアから離れ、休息をとるための支援サービス ）の利用を希
望している。

レスパイト支援を実施し、
介護する家族の負担軽減と福祉の向上を図る 2/3



医療的ケア児在宅レスパイト事業の概要

①７月20日(月)市公式ホームページにて申請受付方法等
を公表

②７月27日(月)よりオンライン申請の受付を開始
③９月１日(火)より、医療的ケア児の保護者を対象とした
レスパイト支援を開始

【事業実施のスケジュール】

医療保険による訪問看護派遣の上限時間を超えて
派遣を行った場合にその相当額を市が負担する。

対象者
医療的ケア児を養育する保護者

費用負担及び利用上限時間
単価は8,550円/１時間、一人あたりの利用上限は18時
間/年間とし、訪問介護ステーションへの委託事業にて行う。
（交通費等の実費を除き、利用者の自己負担なし）

【事業概要】
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